
JP 3142214 U 2008.6.5

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ジャングルジムにベンチを設置し、ジャングル
ジムでの遊技以外に、ベンチに座ることができるという
用途を追加し、ジャングルジムの使い勝手の向上を図る
ベンチを有するジャングルジムを提供する。
【解決手段】ジャングルジム１において、枠体４の一部
に着座可能なベンチ１４を、例えば前記ジャングルジム
１の外周部位の対峙する二側、かつ第２空間Ａ２部位に
形成する。なお、前記ベンチ１４の形成位置に関しては
、前記ジャングルジム１の全外周部位、あるいは一側の
みに形成することも可能である。また、前記ベンチ１４
の形成高さ位置に関しては、第２空間Ａ２以外の空間部
位に形成することも可能である。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　地面に構築した基礎部と、この基礎部上に構成した枠体とからなるジャングルジムにお
いて、前記枠体の一部に着座可能なベンチを形成したことを特徴とするベンチを有するジ
ャングルジム。
【請求項２】
　前記ベンチは、前記枠体に垂直状態に取り付けられる背板と、この背板に対して直角状
態に取り付けられる座板とを備えていることを特徴とする請求項１に記載のベンチを有す
るジャングルジム。
【請求項３】
　前記ベンチは、前記枠体に垂直状態に取り付けられる背板と、この背板の下端部位を中
心として回動し、不要時に前記背板と平行に収納される一方、必要時には背板に対して直
角状態となる座板とを備えていることを特徴とする請求項１に記載のベンチを有するジャ
ングルジム。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案はベンチを有するジャングルジムに係り、特に一般的な金属製材料からなるジ
ャングルジムにおける不具合を解消する一方、ジャングルジムにベンチを設置し、ジャン
グルジムでの遊技以外に、ベンチに座ることができるという用途を追加し、ジャングルジ
ムの使い勝手の向上を図るベンチを有するジャングルジムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　公園などに設置されるジャングルジムとしては、一般に金属製材料によって形成された
ものが知られている。
　また、屋内用のジャングルジムとしては、合成樹脂などによって形成されているものも
ある。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－８５８５８号公報
【特許文献２】特開２０００－３４０２１４号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のジャングルジムにおいて、一般的には、金属製材料、例えば金属製パ
イプを組み合わせて複数の立方体形状を形成し、複数段に積層したものが知られている。
【０００５】
　しかし、現在、金属製パイプを組み合わせて形成したジャングルジムにおいては、種々
の不具合が生ずることにより、見直しが必要とされている。
【０００６】
　まず、第１の不具合としては、環境・衛生上の問題である。
　現在、自然環境に優しい、あるいは自然に回帰させる運動が推進されており、このため
、自然破壊に繋がる金属製材料や合成樹脂製材料、あるいはその他の材料の使用が敬遠さ
れる傾向にある。
　このとき、金属製材料である金属製パイプの場合には、腐食するため、ジャングルジム
に使用される材質によっては有害な腐食物が生成される可能性があり、環境汚染を惹起す
るおそれがある一方、ジャングルジムにて遊ぶ小児の手足や皮膚に付着するおそれがある
ためである。
【０００７】
　また、第２の不具合としては、強度上の問題である。
　上述したように金属製パイプは腐食するため、金属製パイプに強度劣化が生じてしまい
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、ジャングルジムが損壊してしまうというおそれがあるためである。
【０００８】
　更に、第３の不具合としては、外観上の問題である。
　ジャングルジムに金属製材料や合成樹脂製材料などを使用した場合には、外的美観が醸
し出されることがないとともに、外観が冷たく、換言すれば、外観に温か味が感じられる
ことがないためである。
【０００９】
　この考案の目的は、上述した不具合の少なくとも１つを解消する一方、ジャングルジム
にベンチを設置し、ジャングルジムでの遊技以外に、ベンチに座ることができるという用
途を追加し、ジャングルジムの使い勝手の向上し得るベンチを有するジャングルジムを実
現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、この考案は、上述不都合を除去するために、地面に構築した基礎部と、この基
礎部上に構成した枠体とからなるジャングルジムにおいて、前記枠体の一部に着座可能な
ベンチを形成したことを特徴とする。
【考案の効果】
【００１１】
　以上詳細に説明した如くこの考案によれば、地面に構築した基礎部と、基礎部上に構成
した枠体とからなるジャングルジムにおいて、枠体の一部に着座可能なベンチを形成して
いる。
　従って、ジャングルジムにベンチを設置し、ジャングルジムでの遊技以外に、ベンチに
座ることができるという用途が追加され、ジャングルジムの使い勝手を向上し得るもので
ある。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面に基づいてこの考案の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１～図９はこの考案の実施例を示すものである。
　図１～図３において、１はジャングルジムである。
　そして、このジャングルジム１は、檜や米松、米杉、イペなどの木製材料によって形成
される。
　このとき、前記ジャングルジム１は、地面２に構築した基礎部３と、この基礎部３上に
構成した枠体４とからなる。
　前記基礎部３は、図１及び図２、図４に示す如く、地面２にコンクリートブロック５と
砂利６とを使用して基礎工事を行うことにより構築される。
　また、前記枠体４は、前記基礎部３に固定される土台縦枠材７と、前記基礎部３に固定
される土台横枠材８と、これらの土台縦枠材７及び土台横枠材８から上方に立設される複
数本の柱材９と、柱材９間を所定の高さ間隔で連結する横枠材１０とを有する。
　このとき、前記枠体４の土台縦枠材７や土台横枠材８、複数本の柱材９、横枠材１０と
しては、上述した木製材料を例えば４５ｍｍ角材に形成して使用する一方、４５ｍｍ角材
には面取りを施す。
　これにより、使用する木製材料を４５ｍｍ角材とすることによって、十分な強度を確保
することが可能であるとともに、小児の握り可能な寸法として使い勝手の向上にも寄与し
ている。
　なお、使用する木製材料を４５ｍｍ角材とする構成のみでなく、丸棒材とすることも可
能である。
　更に、前記前記枠体４に使用される木製材料を塗装する場合には、熱処理（「サーモウ
ッド」ともいう。）した後に自然系塗料を使用し、自然木を極力活かす方策を施す。
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　これにより、上述した第１の不具合である環境・衛生問題や第２の不具合である強度の
問題、そして第３の不具合である外観の問題の解消に寄与し得る。
【００１４】
　つまり、図４に示す如く、前記基礎部３に下端側を固定した固定ボルト１１によって、
基礎部３上に土台縦枠材７と土台横枠材８とを固定する。
　このとき、前記基礎部３の構築箇所や使用する固定ボルト１１の本数によって、土台縦
枠材７及び土台横枠材８の固定強度を調整することが可能である。
　また、前記土台縦枠材７と土台横枠材８とを連結する際には、図５に示す如く、ほぞ接
合（「ほぞ組」ともいう。）を行う。
　なお、このほぞ接合と一緒に、あるいはほぞ接合に代わって、釘やビス止めを行うこと
も可能である。
【００１５】
　前記土台縦枠材７及び土台横枠材８の上面には、図５に示す如く、ほぞ接合を利用して
複数本の柱材９を立設する。
　このとき、柱材９は、図１及び図２に示す如く、所定の長さ、例えば、前記横枠材１０
を連結した際に、前記ジャングルジム１の外周部位に立方体形状の空間が４段、つまり、
最下層の第１空間Ａ１～第４空間Ａ４まで形成可能な長さの第１柱材９－１と、この第１
柱材９－１よりも立方体形状の空間１個分長い長さ、つまり、最下層の第１空間Ａ１～第
５空間Ａ５まで形成可能な長さの第２柱材９－２と、前記ジャングルジム１の中心部位に
おいて第２柱材９－２の先端に固定され、立方体形状の空間１個分の長さだけ延長、つま
り、第６空間Ａ６を形成するための延長柱材１２とを有する。
　なお、この第１実施例においては、前記ジャングルジム１の積層する空間の数を４個を
メインとする構成としたが、複数個、例えば２個や３個、あるいは５個以上を積層する構
成とすることも可能である。
　また、前記延長柱材１２は、後述する第２実施例の屋根部の支持部材として機能すると
いう主目的を実現するために使用されるものであるが、前記ジャングルジム１の外観にア
クセントを付加する目的として使用することも可能である。
【００１６】
　また、前記柱材９間を所定の高さ間隔で連結し、立方体形状の最下層の第１空間Ａ１～
第５空間Ａ５までを形成する横枠材１０の場合には、図６に示す３方向接合方策Ｓ３や４
方向接合方策Ｓ４、図７及び図８に示す５方向接合方策Ｓ５や６方向接合方策Ｓ６を利用
したほぞ接合を実施する。
　なお、６方向接合方策Ｓ６の場合には、図８に示す如く、前記柱材９を断面十字形状に
切除し、堅固な接合状態を確保する。
　これにより、前記ジャングルジム１の枠体４を形成する際に、ほぞ接合を多用化するこ
とによって、釘やビスなどの金属製連結具の使用を極力減少させることが可能となり、金
属製連結具による腐食という不具合の解消に寄与し得る。
　また、上述した種々のほぞ接合方策の改良案しては、継手部分をボール形状とすること
も可能である。
【００１７】
　なお、前記ジャングルジム１の枠体４を形成する際には、この枠体４を縦方向に２分割
したブロック状態に形成し、その後に２分割したブロック状態のものを前記横枠材１０に
よって接合する方策をとる場合がある。
　このような場合には、図９に示す如く、前記柱材９と横枠材１０とを取付金具１３を使
用して接合することにより、強度の確保を図ることが可能である。
【００１８】
　前記ジャングルジム１において、このジャングルジム１の前記枠体４の一部に着座可能
なベンチ１４を形成する。
　詳述すれば、ベンチ１４を、例えば図１～図３に示す如く、前記ジャングルジム１の外
周部位の対峙する２側、かつ第２空間Ａ２部位に形成する。
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　なお、前記ベンチ１４の形成位置に関しては、前記ジャングルジム１の外周部位の対峙
する２側、かつ第２空間Ａ２部位に限定されるものではなく、ジャングルジム１の全外周
部位、あるいは一側のみに形成することも可能である。
　また、前記ベンチ１４の形成高さ位置に関しては、第２空間Ａ２以外の空間部位に形成
することも可能である。
　更に、後述する空間の場合には、第２空間Ａ２と第３空間Ａ３とを連続させて縦方向に
延びる大空間とする構成として説明するが、３個あるいはそれ以上の個数からなる空間を
連続させて縦方向に延びる巨大空間からなる構成とすることも可能である。
【００１９】
　また、前記ベンチ１４は、前記枠体５に垂直状態に取り付けられる背板１５と、この背
板１５に対して直角状態に取り付けられる座板１６とを備えている。
　あるいは、前記ベンチ１４は、前記枠体４に垂直状態に取り付けられる背板１５と、こ
の背板１５の下端部位を中心として回動し、不要時に前記背板１５と平行に収納される一
方、必要時には背板１５に対して直角状態となる座板１６とを備えている。
　なお、この第１実施例においては、固定状態にある座板の説明を省略し、回動可能な座
板１６を説明を主として説明する。
　前記ベンチ１４としての機能を確保するために、前記ジャングルジム１を形成する枠体
４の外周部位の第１柱材９－１間を接続して第２空間Ａ２と第３空間Ａ３とに区間する前
記横枠材１０の使用を止め、第２空間Ａ２と第３空間Ａ３とを連続させて縦方向に延びる
大空間とする。
【００２０】
　そして、前記第２柱材８－２間においては、図２に示す如く、水平方向に延びる前記背
板１５を垂直状態に取り付ける。
　なお、前記背板１５を前記第２柱材９－２間に垂直状態に取り付ける際には、幅が狭く
、かつ長尺物を複数枚高さ位置を異ならしめて取り付け、背板１５とする。このとき、一
枚板を背板１５とすることも可能である。
　また、前記背板１５を前記第１柱材９－１間側に取り付けて、前記ジャングルジム１の
内側方向に指向するように着座するベンチ１４とすることも可能である。
【００２１】
　また、前記座板１６は、前記第２柱材９－２間、かつ前記背板１５の下端部位を中心と
して回動可能に取り付ける。
　このとき、前記座板１６を一枚板あるいは複数枚の板を格子状に固定した枠部材形状と
し、不要時に前記背板１５と平行に収納される一方、必要時には背板１５に対して直角状
態となる構成とする。
　これにより、前記ベンチ１４の不使用時には、前記座板１６を回動させて前記背板１５
と平行に収納することが可能となり、前記座板１６の上面部分が汚れてしまうという不具
合を解消することができる。
　また、前記ベンチ１４において、背板１５を回動自在とする構成以外にも、前記第１柱
材９－１と前記第２柱材９－２間に固定する固定方式とすることも可能である。
　更に、前記座板を固定状態とする場合には、座板１６を格子状や板状に形成し、使用時
に所定の柱材間に懸架させて座面を現出させる取り外し可能な構成とすることも可能であ
る。
【００２２】
　次に作用を説明する。
【００２３】
　木製の前記ジャングルジム１の枠体４の組付作業が完了すると、ジャングルジム１とし
て使用することが可能である。
　通常、ジャングルジム１を使用する小児は父母や近親者などに付き添われている場合が
多く、付き添い者は、ジャングルジム１の近傍で立った状態で見ているか、少々離間した
場所にあるベンチなどに着座している場合がある。
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　このとき、前記ジャングルジム１に前記ベンチ１４を設けたことにより、このベンチ１
４に付き添い者が着座することが可能となる。
　また、付き添い者のみでなく、小児と共に着座し、休憩や食事を取ることも可能である
。
【００２４】
　これにより、地面２に構築した基礎部３と、この基礎部３上に構成した枠体４とからな
るジャングルジム１において、前記枠体４の一部に着座可能なベンチ１４を形成した。
　従って、ジャングルジム１にベンチ１４を設置し、ジャングルジム１での遊技以外に、
ベンチ１４に座ることができるという用途が追加され、ジャングルジム１の使い勝手を向
上し得る。
【００２５】
　また、前記ベンチ１４は、前記枠体５に垂直状態に取り付けられる背板１５と、この背
板１５に対して直角状態に取り付けられる座板１６とを備えている。
　従って、ジャングルジム１の枠体５において、垂直状態の背板１５に対して直角状態、
つまり水平状態に座板１６を取り付けてベンチ１４を設置することにより、ジャングルジ
ム１での遊技以外に、ベンチ１４を確保できるという汎用性が増加し、使い勝手の向上に
寄与し得る。
【００２６】
　更に、前記ベンチ１４は、前記枠体５に垂直状態に取り付けられる背板１５と、この背
板１５の下端部位を中心として回動し、不要時に前記背板１５と平行に収納される一方、
必要時には背板１５に対して直角状態となる座板１６とを備えている。
　従って、前記ベンチ１４の不使用時には、前記座板１６を回動させて前記背板１５と平
行に収納することが可能となり、前記座板１６の上面部分が汚れてしまうという不具合を
解消することができる。
　そして、前記ベンチ１４の使用時には、座板１６を回動させて座面を現出させることが
でき、実用上有利である。
【実施例２】
【００２７】
　図１０～図１２はこの考案の第２実施例を示すものである。
　この第２実施例において、上述第１実施例のものと同一機能を果たす箇所には、同一符
号を付して説明する。
【００２８】
　この第２実施例の特徴とするところは、前記ジャングルジム１に屋根２１を設ける構成
とした点にある。
【００２９】
　すなわち、図１０に示す如く、上述した第１実施例によって前記ジャングルジム１を形
成した後に、このジャングルジム１の上部に、図１０及び図１１に示す如く、前記屋根２
１を設けるものである。
　このとき、屋根２１において、材料としては、プラスチック製や木製、金属板製などが
考えられる。
　また、前記屋根２１の外観形状は、ジャングルジム１の枠体４の上部に取り付けられる
ため、四角錐形状である。
　更に、前記屋根２１を形成する際に、通常の材料使用であれば、不透明状態となるもの
であるが、プラスチック製材料を使用する場合には、半透明状態や透明状態とすることも
可能である。
　これにより、前記屋根２１をプラスチック製材料を使用して半透明状態や透明状態とし
た場合には、採光を遮断することがなく、前記ジャングルジム１内を明るい状態に維持す
ることが可能であるとともに、前記ジャングルジム１内からの視界を徒に遮断することが
ないものである。
【００３０】
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　また、前記屋根２１を取り付ける際には、前記ジャングルジム１の枠体４を構成する柱
材９、つまり、第１、第２柱材９－１、９－２と延長柱材１２との上端間を取り付ける前
記横枠材１０において、図１０～図１２に示す如く、この横枠材１０の上部に取付金具２
２を取り付け、この取付金具２２に屋根部材（例えば、透明アクリル製板材、５ｍｍなど
）２３を固定具２４を使用して固定する。
　つまり、取付金具２２は、図１２に示す如く、前記横枠材１０を上方から抱持する断面
Ｕ字形状の枠材保持部２５と、前記屋根２１の傾斜状態に合致するように傾斜した状態で
前記枠材保持部２５に取り付けられる屋根支持部２６とを備えている。
　また、前記屋根２１の最下端に位置する取付金具２２の場合には、前記屋根部材２３の
落下防止を図るために、前記取付金具２２の屋根支持部２６の下端部位を断面Ｕ字形状に
湾曲させて抱持端部２７を形成する。
【００３１】
　さすれば、前記ジャングルジム１に屋根２１を設けることにより、この屋根２１によっ
て風雨からジャングルジム１の枠体４を隔離することができ、ジャングルジム１の使用寿
命を長くすることが可能である。
　また、前記ジャングルジム１の屋根２１をプラスチック製材料を使用して半透明状態や
透明状態とすれば、採光を遮断することがなく、前記ジャングルジム１内を明るい状態に
維持することが可能であるとともに、前記ジャングルジム１内からの視界を徒に遮断する
ことがない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】この考案の第１実施例を示すベンチを有するジャングルジムの概略正面図である
。
【図２】ベンチを有するジャングルジムの右半分の概略正面図である。
【図３】ベンチを有するジャングルジムの平面図である。
【図４】ベンチを有するジャングルジムの基礎部の概略拡大断面図である。
【図５】ベンチを有するジャングルジムの土台縦枠材と土台横枠材と柱材との組付状態を
示す概略斜視図である。
【図６】３方向接合方策Ｓ３及び４方向接合方策Ｓ４を示す概略斜視図である。
【図７】５方向接合方策Ｓ５及び６方向接合方策Ｓ６を示す概略斜視図である。
【図８】６方向接合方策Ｓ６の際の概略拡大平面図である。
【図９】ジャングルジムの枠体を形成する際に、枠体を縦方向に２分割したブロック状態
に形成し、その後に２分割したブロック状態のものを横枠材によって接合する方策を示す
概略斜視図である。
【図１０】この考案の第２実施例を示す屋根を設けたベンチを有するジャングルジムの概
略正面図である。
【図１１】ジャングルジムの屋根部分の概略図である。
【図１２】ジャングルジムの屋根部分の要部拡大断面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　　１　ジャングルジム
　　２　地面
　　３　基礎部
　　４　枠体
　　５　コンクリートブロック
　　６　砂利
　　７　土台縦枠材
　　８　土台横枠材
　　９　柱材
　　９－１　第１柱材
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　　９－２　第２柱材
　１０　横枠材
　１１　固定ボルト
　１２　延長柱材
　１３　取付金具
　１４　ベンチ
　１５　背板
　１６　座板
　　Ａ１　第１空間
　　Ａ２　第２空間
　　Ａ３　第３空間
　　Ａ４　第４空間
　　Ａ５　第５空間
　　Ａ６　第６空間
　　Ｓ３　３方向接合方策
　　Ｓ４　４方向接合方策
　　Ｓ５　５方向接合方策
　　Ｓ６　６方向接合方策

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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